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県
　
税

 

市
　
税

　

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電

所
の
事
故
に
よ
る
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方

は
、
地
方
税
の
軽
減
措
置
な
ど
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
非
課
税

　

措
置

　

警
戒
区
域
内
に
あ
っ
た
自
動
車
で
永
久

　

抹
消
登
録
が
な
さ
れ
た
自
動
車
に
は
、

　

平
成
23
年
３
月
11
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

　

自
動
車
税
は
課
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
警
戒
区
域
内
に
あ
っ
た
自
動
車

　

で
永
久
抹
消
登
録
な
ど
が
な
さ
れ
た
も

　

の
に
代
わ
る
自
動
車
を
、
平
成
26
年
３

　

月
31
日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
、
自
動

　

車
取
得
税
お
よ
び
平
成
25
年
度
分
ま
で

　

の
自
動
車
税
が
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

○
不
動
産
取
得
税
の
軽
減
措
置

　

警
戒
区
域
内
に
あ
っ
た
家
屋
や
そ
の
敷

　

地
に
代
わ
る
家
屋
・
土
地
を
警
戒
区
域

　

指
定
指
示
が
解
除
さ
れ
た
日
か
ら
一
定

　

期
間(

３
カ
月
、
新
築
家
屋
は
１
年)

内

　

に
取
得
し
た
場
合
、
不
動
産
取
得
税
の

　

軽
減
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
軽
減
措

　

置

　

警
戒
区
域
内
に
あ
っ
た
住
宅
用
地
や
家

　

屋
に
代
わ
る
土
地
・
家
屋
を
警
戒
区
域

　

指
定
指
示
が
解
除
さ
れ
た
日
か
ら
一
定

　

期
間(

３
カ
月
、
新
築
家
屋
は
１
年)

内

　

に
取
得
し
た
場
合
、
固
定
資
産
税
・
都

　

市
計
画
税
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
こ
と

　

が
で
き
ま
す
。

○
軽
自
動
車
税
の
非
課
税
措
置

　

警
戒
区
域
内
に
あ
っ
た
軽
自
動
車
で
自

　

動
車
検
査
証
の
返
納
な
ど
が
な
さ
れ
た

　

軽
自
動
車
に
は
、
平
成
23
年
３
月
11
日

　

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
軽
自
動
車
税
は
課
さ

　

れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
警
戒
区
域
内
に
あ
っ
た
自
動
車
・

　

軽
自
動
車
で
永
久
抹
消
登
録
な
ど
が
な

　

さ
れ
た
も
の
に
代
わ
る
軽
自
動
車
を
平

　

成
25
年
４
月
１
日
ま
で
に
取
得
し
た
場

　

合
、
平
成
25
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車

　

税
が
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

※

軽
減
措
置
な
ど
を
受
け
る
た
め
に
は
、

　

手
続
き
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま

　

す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま

　

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

《
県
税
関
係
》

　

大
田
原
県
税
事
務
所　

課
税
課

　
　
　

(

２
３)

４
１
７
２

《
市
税
関
係
》

　

市
税
務
課
資
産
税
係

　
　
　

(

２
３)

８
７
２
６

　

市
税
務
課
税
制
係

　
　
　

(

２
３)

８
７
８
５

○
納
期
限
の
11
月
30
日(

水)

ま
で
に
納
付

　

し
て
く
だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
方
は
、
振

　

替
日
の
前
日
ま
で
に
口
座
の
残
高
を
ご

　

確
認
く
だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
な
い
方
は
、

　

納
期
限
ま
で
に
、
納
付
書
裏
面
記
載
の

　

金
融
機
関
ま
た
は
県
税
事
務
所
の
窓
口

　

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
県
税
事
務
所　

課
税
課

　
　
　

０
２
８
７(

２
３)

４
１
７
２

　

国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日
〜
17
日

を
「
税
を
考
え
る
週
間
」
と
定
め
、
各
種

の
広
報
・
広
聴
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
「
税
の
役
割
と
税
務
署
の

仕
事
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
税
の
役
割
、

適
正
・
公
平
な
課
税
と
徴
収
の
実
現
に
向

け
た
庁
局
署
の
取
組
や
国
税
庁
の
Ｉ
Ｔ
化
・

国
際
化
に
対
す
る
諸
施
策
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。
ま
た
、
本
年
度
の
重
点
広
報
項

目
で
あ
る
「e‐

Tax

の
利
用
促
進
」
に
向

け
た
情
報
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
主
な
行
事
予
定

○
税
に
関
す
る
作
文
の
優
秀
作
品
の
展
示

　

な
ど(

パ
ネ
ル
展
示)

・
期
間　

11
月
11
日(
金)
〜
17
日(

木)

・
場
所　

大
田
原
税
務
署
、

　
　
　
　

大
田
原
県
税
事
務
所
、

　
　
　
　

東
武
宇
都
宮
百
貨
店
大
田
原
店

○
納
税
表
彰
式
、
税
に
関
す
る
作
文
表
彰

　

式
・
日
時　

11
月
15
日(

火)

　

午
後
３
時
〜
４
時
30
分

・
場
所　

カ
シ
マ
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
リ
ゾ
ー
ト

■
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
税
務
署
総
務
課

　
　
　

(

２
２)

３
１
１
５

●
栃
木
県
最
低
賃
金

　　

栃
木
県
最
低
賃
金
は
、
栃
木
県
の
区
域

内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
と

そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
一
般
労

働
者
は
も
ち
ろ
ん
、
臨
時
、
パ
ー
ト
、
ア

ル
バ
イ
ト
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
特
定
の
産
業
に
は
特
定(

産
業

別)

最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
　
　

０
２
８(

６
３
４)

９
１
０
９

　

大
田
原
労
働
基
準
監
督
署

　
　
　

(

２
２)

２
２
７
９

税
を
考
え
る
週
間

「
税
の
役
割
と
税
務
署
の
仕
事
」

に
関
す
る
行
事

10
月
１
日
か
ら

栃
木
県
最
低
賃
金
改
正

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る

被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

11
月
は
個
人
事
業
税（
２
期
分
）

の
納
付
月
で
す

時
間
額　

７
０
０
円


